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各都道府県衛生主管部（局）御中 
 

 

厚生労働省医政局地域医療計画課  

 

 

令和８年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所について（周知） 

 

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療

法等の一部を改正する法律（令和３年法律第49号）の一部が令和４年４月１日

付けで施行され、毎年度、外来機能報告対象医療機関は、外来機能報告（医療

法（昭和23年法律第205号）第30条の18の２第１項及び同法第30条の18の３第

１項の規定に基づいて行われる報告をいう。以下同じ。）を行うこととなって

います。 

今般、令和８年度外来機能報告対象医療機関となる無床診療所の抽出等に

ついて下記のとおり取り扱うことといたしましたので、御連絡します。 

ついては、内容を御了知の上、外来機能報告制度の運用に係る取組について、

適切に御対応いただくようお願いします。 

 

記 

  

令和８年度外来機能報告については、報告を行う意向を確認するため、令和

８年２月より意向調査を実施いたします。例年は、「紹介受診重点外来」を行っ

ている蓋然性の高い無床診療所に対して、はがきの送付による意向調査を実施

しておりましたが、今年度より、全ての無床診療所が閲覧可能なG-MISでの入力

による方法へ変更となっております。G-MIS上で「お知らせ」欄に案内を掲示し

ておりますので、御確認ください。 

また、令和６年度のレセプトデータにより抽出した、「紹介受診重点外来」を

行っている蓋然性の高い無床診療所の一覧については、別途、委託事業者等か

ら令和８年２月２日に、対象となる無床診療所が存在する都道府県宛てに提供

しますので、外来機能報告を行う意向がある無床診療所であって、G-MISでの意

向確認がされていない診療所については、令和８年２月27日までに委託事業者

等のコールセンターに直接問い合わせるよう御案内ください。 

なお、上記の意向確認期間以外の期間において、無床診療所が外来機能報告

を行う意向を示す場合については、都道府県における外来機能報告対象医療機

関名簿の確認期間（令和８年度においては７月頃を予定）が終了するまでの間

であれば、各都道府県において、当該年度の外来機能報告対象医療機関に含め



 

ることができることとしています。 

そのため、令和８年３月１日以降に、その他の外来機能報告を行う意向のあ

る無床診療所より問い合わせがあった場合には、厚生労働省医政局地域医療計

画課又は委託事業者等より、当該無床診療所に対して個別に詳細をお知らせし

ますので、各都道府県にて情報（受付日時、医療機関名、住所、連絡先電話番

号、担当者名、医療機関コード）を聞き取った上で、それぞれ以下の連絡先ま

で当該情報を提供していただくようお願いします。 

○ 令和８年３月１日～３月13日 病床・外来機能報告事務局 

（株式会社三菱総合研究所） 

 

○ 令和８年３月16日～７月頃  厚生労働省医政局地域医療計画課 

 

上記の意向確認等を踏まえ、令和８年７月以降、各都道府県における外来機

能報告を行う意向を示した医療機関の一覧について、委託事業者等より当該都

道府県へ提供する予定です。 

 

 

  【委託事業者等コールセンター】 

  病床・外来機能報告お問合せ窓口  

  0120-989-873（参加意向調査専用電話番号） （平日９時～17時) 

  ※問い合わせ窓口の開設期間は令和８年２月２日～２月 27日です。 

 

 
厚生労働省医政局地域医療計画課 

 外来・在宅医療対策室 

電話：03-5253-1111 （内線：4455） 

Mail:gairai-zaitaku@mhlw.go.jp 

 


